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一　

は
じ
め
に

　

一
九
九
六
年
、「
ら
い
予
防
法
」は
廃
止
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
、

熊
本
地
裁
に
お
い
て
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
隔
離
政
策
に
対
す
る
国

の
責
任
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
二
〇
〇
三
年
に
は
熊
本
県
黒
川

温
泉
の
ホ
テ
ル
が
ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
の
宿
泊
を
拒
否
す
る
と
い

う
事
件
が
起
き
、
そ
れ
に
抗
議
す
る
回
復
者
に
対
し
て
嫌
が
ら
せ

の
電
話
や
フ
ァ
ッ
ク
ス
が
い
く
つ
も
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
、
今
も
差

別
が
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
状
態
で
は
な
い
。

　

な
ぜ
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
罹
患
し
た
、
も
し
く
は
罹
患
し
た
こ
と

が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
た
ち
は
、
九
〇
年

も
の
間
、
隔
離
さ
れ
て
き
た
の
か
。
政
府
に
よ
る
隔
離
政
策
が
あ

っ
た
か
ら
と
い
う
の
は
単
純
明
快
な
答
え
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
可

能
に
し
た
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。

　

近
代
日
本
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
者
の
隔
離
政
策
に
つ
い
て

　

近
代
日
本
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
者
の
九
〇
年
に
も
わ
た
る
隔
離
は
、な
ぜ
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
。国
家
に
よ
る
隔
離
政
策
が
存
在
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
を
答
え
に
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
癩
者
へ
の
差
別
は
、
中
世
の
非
人
研
究
の
な
か
で
も
触
れ
ら
れ
、
ま
た
近
世
に
つ
い
て
も
論
文
は
発
表
さ
れ
て
い
る

が
、
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。
癩
者
へ
の
忌
避
観
は
古
代
に
も
存
在
し
、
中
世
に
は
さ
ら
に
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
近
世
に
な
る
と

癩
者
を
被
差
別
の
身
分
と
し
て
把
握
す
る
地
域
も
あ
っ
た
。
癩
者
の
存
在
形
態
を
時
代
を
追
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
癩
者
の
歴
史
と
近
代
に
お
け
る
ハ
ン

セ
ン
病
者
の
隔
離
政
策
を
つ
な
ぐ
意
味
を
持
つ
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
古
代
・
中
世
の
史
料
に
み
る
癩
者
の
実
態
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

要　
　

約

論
文

前
近
代
に
お
け
る
癩
者
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
（
上
）
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は
、
藤
野
豊
の
研
究

Б

な
ど
で
そ
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ

る
。
し
か
し
そ
の
前
提
と
な
る
近
世
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
近
代

や
古
代
・
中
世
に
比
し
て
少
な
い

В

の
が
現
状
で
あ
る
。
ま
た
研
究

を
進
め
る
う
え
で
の
基
本
史
料
も
、
近
代
は
公
刊
さ
れ
つ
つ
あ
る

が
、
前
近
代
に
つ
い
て
は
被
差
別
民
に
関
す
る
史
料
集
に
散
見
さ

れ
る
程
度
で
あ
る

Г
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
四
年
三
月
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
と
被
差
別
部
落
を

同
時
調
査
し
た
『
特
殊
部
落
調　

附
癩
村
調
』（
一
九
一
六
年
）

の
存
在
が
明
る
み
に
出
た

Д

。
そ
れ
に
は
全
国
の
被
差
別
部
落
の
所

在
地
、
世
帯
、
構
成
人
数
、
そ
し
て
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
集
落
数

が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
を
報
じ
た
『
解
放
新
聞
』
は
、

「
被
差
別
部
落
は
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
が
多
い
と
い
う
偏
見
と
誤
解

に
基
づ
い
て
」
こ
の
調
査
は
お
こ
な
わ
れ
た
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
「
偏
見
と
誤
解
」
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
歴
史
的
に
み
て
、
両
者
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
の
研
究
の
目
的
は
、
こ
の
た
び
収
集
し
た
前
近
代
に
お
け

る
ハ
ン
セ
ン
病
者
に
ま
つ
わ
る
史
料
か
ら
、
彼
ら
彼
女
ら
の
存
在

形
態
を
時
代
を
追
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ン
セ
ン

病
者
の
歴
史
を
時
代
を
追
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
近

代
社
会
に
お
け
る
九
〇
年
も
の
隔
離
政
策
が
可
能
と
な
っ
た
社
会

背
景
も
よ
り
顕
在
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
手
元
の
史

料
で
は
近
世
の
も
の
が
多
数
を
占
め
、
地
域
に
則
し
た
実
態
も
近

世
に
つ
い
て
は
少
な
か
ら
ず
判
明
し
た
。
し
か
し
差
別
の
起
こ
り

を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
古
代
・
中
世
に
つ
い
て
も
言
及
す
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
、
本
稿
で
は
そ
の
古
代
・
中
世
に
焦

点
を
絞
っ
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、
歴
史
上
登
場
す
る
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
こ
と
を「
癩
者
」

と
い
う
語
で
表
現
し
た
。
た
だ
し
史
料
上
別
の
表
現
で
癩
者
を
言

い
表
し
て
い
る
際
に
は
、「
癩
人
」
な
ど
の
よ
う
に
「
」
付
で
史

料
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。ま
た
癩
者
の
な
か
に
は
、

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
以
外
の
皮
膚
疾
患
を
患
う
人
々
も
少
な
か
ら
ず

含
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
も
含
め
て
癩
者
と
表
現
す
る
。

二　

こ
れ
ま
で
の
研
究
史

　

こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
、
お
も
な

も
の
に
限
っ
て
概
観
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
辻
善
之
助
の
『
慈
善
救
済
史
料
』（
金

港
堂
書
籍
、
一
九
三
二
年
）
と
『
日
本
佛
教
史
』
中
世
篇
之
二
（
岩

波
書
店
、
一
九
四
七
年
）
で
あ
る
。
双
方
と
も
慈
善
救
済
、
す
な

わ
ち
社
会
事
業
の
視
点
で
論
述
さ
れ
て
お
り
、
癩
者
は
「
救
済
」

さ
れ
る
受
動
的
な
対
象
と
さ
れ
る
。

　

辻
と
同
様
の
視
点
で
貫
か
れ
て
い
る
の
が
、宮
川
量
遺
稿
集『
飛
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騨
に
生
ま
れ
て
』（
一
九
七
七
年
）
で
、
雑
誌
『
レ
プ
ラ
』
や
『
愛

生
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
宮
川
の
論
文
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。
日

本
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
隔
離
政
策
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
光み
つ

田だ

健け
ん

輔す
け

と
長
年
仕
事
を
と
も
に
し
た
宮
川
も
、
癩
者
を
「
救
わ
れ

る
」
存
在
と
し
て
描
き
、「
救
っ
た
」
と
さ
れ
る
僧
侶
や
光
明
皇

后
を
美
化
し
て
や
ま
な
い
。

　

こ
う
い
っ
た
辻
や
宮
川
の
研
究
の
背
景
に
は
、
明
治
以
降
の
隔

離
政
策
が
存
在
す
る
。隔
離
政
策
に
携
わ
る
医
療
現
場
か
ら
の「
救

癩
」
史
研
究
に
触
発
さ
れ
て
、
辻
は
研
究
を
お
こ
な
っ
た
と
い

う

Е

。

　

横
井
清
『
中
世
民
衆
の
生
活
文
化
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

七
五
年
）
所
収
の
「
中
世
民
衆
史
に
お
け
る
「
癩
者
」
と
「
不
具
」

の
問
題
」
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
研
究
史
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
大
き

な
転
換
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
横
井
は
、
そ
れ
ま
で
の
辻

や
宮
川
の
よ
う
な
慈
善
救
済
史
で
は
な
く
、
癩
者
の
実
態
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
差
別
の
構
造
の
な
か
で
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
一
九
七
〇
代
か
ら
八
〇
年
代
に
入
り
、
中
世
の
非
人

研
究
が
活
発
化
す
る
な
か
で
癩
者
に
触
れ
た
研
究
も
登
場
す
る
。

書
名
及
び
論
文
名
を
紹
介
す
る
に
止
め
る
が
、
黒
田
俊
雄
『
日
本

中
世
の
国
家
と
宗
教
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）、
大
山
恭
平「
中

世
の
身
分
制
と
国
家
」（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
中
世
四
、
一
九

七
六
年
）、
黒
田
日
出
男
『
境
界
の
中
世
・
象
徴
の
中
世
』（
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）、
下
坂
守
「
中
世
非
人
の
存
在
形
態

│
清
水
坂「
長
棟
堂
」考
」（『
藝
能
史
研
究
』No110

、
一
九
九
〇
年
）、

細
川
涼
一
『
中
世
の
身
分
制
と
非
人
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー

ル
出
版
部
、
一
九
九
四
年
）、
小
林
茂
文
「
古
代
・
中
世
の
「
癩
者
」

と
宗
教
」（『
歴
史
の
な
か
の
「
癩
者
」』
一
九
九
六
年
）、
山
村
雅
史

「「
北
山
十
八
間
戸
」
の
移
転
に
関
す
る
考
察
」（
奈
良
県
立
同
和
問

題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
『
研
究
紀
要
』
第
五
号
、
一
九
九
八
年
）
金

井
清
光
『
中
世
の
癩
者
と
差
別
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
な

ど
が
あ
る
。

　

近
世
の
癩
者
の
研
究
と
し
て
特
に
紹
介
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
横
田
則
子
「「
物
吉
」
考
│
近
世
京
都
の
癩
者
に

つ
い
て
」（『
日
本
史
研
究
』
三
五
二
号
、
一
九
九
一
年
）、
宇
佐
美

英
機「
近
世
物
吉
の
生
活
と
道
」（『
歴
史
の
道
・
再
発
見
』第
四
巻
、

一
九
九
四
年
）、
鈴
木
則
子
「
近
世
癩
病
観
の
形
成
と
展
開
」（『
歴

史
の
な
か
の
「
癩
者
」』）
の
三
つ
の
研
究
で
あ
ろ
う
。

　

横
田
は
、
中
世
清
水
坂
の
長な
が

棟む
ね

堂ど
う

が
近
世
の
「
物
吉
村

Ё

」
と
な

る
過
程
を
詳
述
し
、
勧
進
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
宇
佐
美
も
京

都
を
舞
台
と
し
、横
田
も
引
用
す
る
史
料
を
詳
細
に
分
析
し
て「
物

吉
」
の
勧
進
に
つ
い
て
述
べ
る
。
鈴
木
（
横
田
）
は
当
時
の
医
学

書
を
用
い
て
、
近
世
に
「
癩
病
」
が
ど
の
よ
う
な
病
と
認
識
さ
れ

て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
各
地
の
癩
者
の
生
活
を
紹
介
し
て
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い
る
。

　

こ
の
他
に
近
世
の
研
究
と
し
て
、
信
州
善
光
寺
の
癩
者
の
様
子

を
明
ら
か
に
し
た
小
林
計
一
郎
「
善
光
寺
の
癩
病
人
部
落
」（『
長

野
市
史
考
』
一
九
六
九
年
）、
東
北
の
癩
者
を
紹
介
し
た
原
田
伴
彦

「
近
世
東
北
地
方
の
被
差
別
部
落
」（『
東
北
・
北
越
被
差
別
部
落
史

研
究
』
一
九
八
一
年
）、
中
世
の
「
北
山
非
人

Ж

」
が
近
世
初
頭
に
お

い
て
身
分
分
化
を
遂
げ
た
様
子
を
明
ら
か
に
し
た
浅
野
安
隆
「
奈

良
」（『
部
落
の
歴
史
』
近
畿
篇
、
一
九
八
二
年
）、
東
北
の
癩
者
に

触
れ
た
成
澤
栄
寿
「
東
北
」（『
部
落
の
歴
史
』
東
日
本
篇
、
一
九
八

三
年
）、
九
州
の
「
青
癩
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
松
下
志
朗
『
九

州
被
差
別
部
落
史
研
究
』（
明
石
書
店
、
一
九
八
五
年
）、
三
春
藩

の
「
癩
人
」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
大
内
寛
隆
「
近
世
に
お
け

る
被
差
別
身
分
の
実
態
│
三
春
藩
と
そ
の
周
辺
│
」（『
東
日
本
の

近
世
部
落
の
具
体
像
』
一
九
九
二
年
）、
和
泉
の
蟻
通
神
社
の
神
役

を
勤
め
る
「
物
吉
」
を
扱
っ
た
下
村
欣
司
「
近
世
和
泉
の
物
吉
に

つ
い
て
」（『
部
落
解
放
研
究
』
第
一
〇
四
号
、
一
九
九
五
年
）、
高

松
藩
の
「
癩
人
」
に
触
れ
た
山
下
隆
章
「
近
世
讃
岐
に
お
け
る
被

差
別
民
の
研
究
」（『
部
落
解
放
研
究
』第
一
二
四
号
、
一
九
九
八
年
）、

生
瀬
克
己
「
ハ
ン
セ
ン
病
者
の
歴
史
と
歴
史
家
の
役
割
」（『
ハ
ン

セ
ン
病
│
排
除
・
差
別
・
隔
離
の
歴
史
』
二
〇
〇
一
年
）、
寺
木
伸
明

「
近
世
に
お
け
る
「
ら
い
者
」
の
社
会
的
位
置
と
生
活
の
諸
側
面
」

（『
ハ
ン
セ
ン
病
│
排
除
・
差
別
・
隔
離
の
歴
史
』）、
三
春
藩
の
「
癩

人
」
を
さ
ら
に
詳
し
く
紹
介
し
た
大
内
寛
隆
「
近
世
陸
奥
国
南
部

に
お
け
る
被
差
別
身
分
の
実
態
」（『
別
冊
東
北
学
』vol. 5

、
二
〇

〇
三
年
）、
九
州
の
「
青
癩
」
に
触
れ
た
松
下
志
朗
『
近
世
九
州

の
差
別
と
周
縁
民
衆
』（
海
鳥
社
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
最
近
の
研
究
で
は
、
財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
ハ
ン

セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
編
『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す

る
検
証
会
議
最
終
報
告
書

З

』（
二
〇
〇
五
年
）
に
近
世
の
「
癩
病
」

観
や
各
地
に
お
け
る
癩
者
の
生
活
の
概
略
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

通
史
と
し
て
は
、
近
代
以
降
が
中
心
で
あ
る
が
山
本
俊
一
に
よ

る『
日
本
ら
い
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）、
及
び『
増

補
日
本
ら
い
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。

奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
『
奈
良
の
被
差
別
民
衆

史
』（
奈
良
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
一
年
）
は
、
奈
良
に
お
け
る

古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
被
差
別
民
衆
全
体
に
つ
い
て
論
述
し
た
も

の
で
、「
北
山
非
人
」
に
つ
い
て
も
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

宗
教
と
の
関
連
で
は
、
海
老
沢
有
道
『
切
支
丹
の
社
会
活
動
及

南
蛮
貿
易
』（
冨
山
房
、
一
九
四
四
年
）
が
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師

に
よ
る
救
癩
活
動
を
詳
述
し
て
い
る
。
ま
た
仏
教
と
の
関
連
を
述

べ
た
最
近
の
研
究
に
、
遠
藤
和
夫
「
ハ
ン
セ
ン
病
と
仏
教
」（『
部

落
解
放
史
ふ
く
お
か
』
第
一
〇
六
号
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
「
ハ
ン
セ

ン
病
と
古
代
・
中
世
の
日
本
仏
教
（
上
）」（『
部
落
解
放
史
ふ
く
お

か
』
第
一
一
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）
が
あ
る
。
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三　

古
代
・
中
世
の
癩
者
た
ち

１　

癩
者
の
登
場

　

今
回
、
先
行
の
研
究
論
文
な
ど
を
参
考
に
史
料
調
査
を
お
こ
な

っ
た
。
原
史
料
に
あ
た
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
が
、
現
段
階
で

手
元
に
は
四
〇
〇
を
超
え
る
史
料
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

史
料
の
な
か
か
ら
浮
か
び
上
が
る
癩
者
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
、

本
稿
で
は
古
代
・
中
世
に
絞
り
述
べ
て
い
く
。

　

紀
元
一
〜
二
世
紀
ご
ろ
イ
ン
ド
で
成
立
し
、
四
〇
六
年
に
漢
訳

さ
れ
、
そ
の
後
日
本
に
伝
来
し
た
『
法
華
経
И
』
に
「
癩
」
と
い
う

語
が
登
場
す
る
。「
こ
の
経
を
受
持
す
る
者
を
見
て
、
そ
の
過
悪

を
出
さ
ば
、
…
（
中
略
）
…
こ
の
人
は
現
世
に
白
癩
の
病
を
得
ん
」

と
記
さ
れ
、
そ
の
後
に
「
若
し
こ
れ
（
法
華
経
│
筆
者
注
）
を
軽

笑
せ
ば
、
当
に
牙
・
歯
は
疎
き
欠
げ
、
醜
き
唇
、
平
め
る
鼻
あ
り

て
、
手
脚
は
も
つ
れ
戻
り
、
…
（
中
略
）
…
諸
の
悪
し
き
重
病
あ

る
べ
し
」
と
続
く
。
法
華
経
を
軽
ん
じ
る
者
が
遭
遇
す
る
「
白
癩
」

と
他
の
病
は
、
同
様
の
災
難
と
し
て
存
在
し
つ
つ
、「
こ
の
人
は

現
世
に
白
癩
の
病
を
得
ん
」
と
断
言
し
て
い
る
よ
う
に
「
白
癩
」

が
特
筆
化
さ
れ
る
側
面
も
あ
る
。
六
世
紀
半
ば
の
仏
教
伝
来
と
と

も
に
法
華
経
が
日
本
国
内
に
浸
透
し
て
い
く
に
と
も
な
い
、
こ
の

「
癩
病
」
観
も
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
『
日
本
書
紀

КУ

』
の
六
一
三
（
推
古
二
〇
）
年
の
記
述
に
は
、
実

際
に
「
白
癩
」
に
か
か
っ
た
人
物
が
登
場
す
る
。
百
済
国
の
「
白

癩
」
の
家
臣
は
、
人
と
は
異
な
る
様
相
で
あ
る
こ
と
か
ら
海
中
の

島
に
棄
て
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
「
能
構
山
岳
之
形
」
す
な
わ
ち
築
山

の
技
術
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
難
を
逃
れ
る
。
そ
し
て
実
際
に

須
弥
山
の
築
山
と
呉
橋
を
作
っ
た
と
い
う
。「
癩
」
自
体
も
恐
れ

ら
れ
た
が
、
癩
者
も
ま
た
忌
み
嫌
わ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が

推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
は
築
山
と
い
う
能
力
で
あ
る

が
、
癩
者
が
特
殊
な
能
力
を
持
つ
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ

と
も
見
逃
せ
な
い
。

　

八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
成
立
し
た
『
日
本
霊
異
記

КФ

』
に
は
、「
此

の
経
を
受
持
す
る
者
を
謗
ら
ば
、
諸
根
闇
鈍
に
、
矬
ひ
き
び
と

陋
か
た
な
し

攣て
な
へ

躄あ
し
な
へと

な
り
、
盲
め
し
ひ

聾み
み
し

背
ひ
せ
な
か

傴く
ぐ
せに

な
ら
む
」「
是
の
経
を
受
持
す
る

者
を
見
て
、
そ
の
過
悪
を
出
さ
ば
、
…
（
中
略
）
…
此
の
人
は
、

現
世
に
白
癩
の
病
を
得
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
法
華

経
の
記
述
と
ほ
ぼ
同
様
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
（
障
害
）
と
「
白
癩
」

は
法
華
経
の
受
持
者
を
非
難
す
る
と
襲
わ
れ
る
災
い
で
あ
る
が
、

や
は
り
「
白
癩
」
を
特
別
視
す
る
認
識
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

ま
た
八
三
三（
天
長
一
〇
）年
に
成
立
し
た『
令
義
解

КХ

』は
、「
白

癩
」
は
伝
染
す
る
と
し
、「
故
不
可
與
同
床
也
」、
床
を
同
じ
く
し

て
は
い
け
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
間
も
な
く
成
立
す
る
『
令
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集
解

КЦ

』
で
は
、『
令
義
解
』
の
記
述
に
加
え
大
宝
律
令
の
注
釈
書

で
あ
る
「
古
記
」（
八
世
紀
前
半
成
立
）
を
引
用
す
る
。
癩
者
は
「
同

親
」（
近
親
者
）
が
「
侍
」
と
し
て
そ
の
面
倒
を
み
て
い
た
が
、「
同

親
」
の
な
い
場
合
は
「
侍
」
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由

は
、「
人
不
欲
近
耳
」、
す
な
わ
ち
人
が
近
づ
き
た
が
ら
な
い
か
ら

だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
忌
避
さ
れ
て
い
た
癩
者
の
姿
が
あ

る
。

　

一
二
世
紀
に
な
る
と
、
起
請
文
な
ど
の
罰
文
に
「
癩
」
が
登
場

す
る
よ
う
に
な
る
。起
請
文
と
は
神
仏
に
何
事
か
を
誓
う
文
書
で
、

罰
文
は
そ
れ
に
背
い
た
際
の
罰
を
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
罰
と
し
て
「
白
癩
黒
癩
」
の
み
を
記
し
た
罰
文
が
数
多
く
存
在

す
る

КЧ

。
一
三
九
三
（
明
徳
四
）
年
の
起
請
文
КШ

に
は
、「
七
日
内
に

白
癩
黒
癩
の
身
と
な
り
候
」
と
具
体
的
な
表
現
が
あ
り
、「
癩
」

へ
の
恐
怖
は
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
日
本
霊

異
記
』
か
ら
四
〇
〇
年
を
経
て
、
他
の
病
苦
と
並
列
し
つ
つ
特
別

視
す
る
感
覚
か
ら
、「
癩
」
の
み
を
忌
み
嫌
う
感
覚
と
な
っ
た
。

　

人
々
は
な
ぜ
「
癩
」
と
な
る
こ
と
を
そ
れ
ほ
ど
恐
れ
、
な
ぜ
癩

者
た
ち
は
忌
避
さ
れ
た
の
か
。
一
二
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
と
さ

れ
る
『
今
昔
物
語
集

КЩ

』
は
、
そ
の
理
由
を
「
穢
れ
」
に
求
め
て
い

る
。
あ
る
僧
が
法
会
を
妨
げ
、
高
貴
な
僧
を
嫉
妬
し
た
報
い
と
し

て「
白
癩
」と
な
る
。
親
子
の
契
り
を
か
わ
し
た
乳
母
さ
え
も「
穢

ナ
ム
」と
し
て
遠
ざ
か
る
よ
う
に
な
り
、「
清
水
・
坂
本
ノ
庵
」（
清

水
坂
）
で
暮
ら
す
が
、
そ
こ
に
い
る
障
害
者
か
ら
も
嫌
わ
れ
て
亡

く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
仏
法
を
誹
謗
し
た
報
い
と
し
て

「
癩
」
が
描
か
れ
、
癩
者
は
他
の
障
害
者
か
ら
も
忌
ま
れ
る
存
在

で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
現
れ
る
罪
病
観
は
、
一
二
〇
九
（
承
元
三
）

年
、「
北
山
非
人
」
自
ら
が
「
以
先
世
之
悪
業
、
各
受
今
生
之
苦

報

КЪ

」
と
記
し
た
よ
う
な
、
前
世
の
罪
業
の
報
い
と
い
う
業
報
観
と

も
共
通
項
が
み
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
法
華
経
か
ら
他
の
病
苦
と
列
挙
さ
れ
つ
つ
も

特
別
視
さ
れ
て
い
た
「
癩
」
は
、
一
二
世
紀
に
は
、「
穢
れ
」
観

の
流
布
や
業
報
観
も
あ
い
ま
っ
て
、
最
も
忌
ま
れ
る
存
在
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

２　

癩
者
の
生
活

　

癩
者
た
ち
は
、
ど
こ
で
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
疑
問
に
答
え
て
く
れ
る
の
が
一
二
八
二
（
弘
安
五
）
年
の
和
泉

国
取と
ろ

石す

宿
非
人
長
吏
ら
の
起
請
文

КЫ

で
、
こ
れ
ま
で
も
よ
く
引
用
さ

れ
て
き
た
史
料
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
住
居
家
癩
病
人
、
路
頭
往
還

癩
病
人
、
雖
見
目
聞
耳
、
一
切
不
可
申
触
子
細
」
と
あ
る
。
つ
ま

り
当
時
の
癩
者
に
は
「
住
居
家
」（
自
宅
に
い
る
）
の
癩
者
、「
路

頭
往
還
」（
家
を
出
て
路
頭
を
放
浪
す
る
）
の
癩
者
、
そ
し
て
こ
の

起
請
文
を
捧
げ
た
宿し
ゅ
く

に
い
る
癩
者
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

史
料
全
体
の
内
容
と
し
て
は
、
取
石
宿
の
宿
非
人
た
ち
が
癩
者
の
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存
在
を
見
聞
き
し
た
際
に
は
、
自
宅
に
い
る
癩
者
、
放
浪
す
る
癩

者
が
い
た
と
し
て
も
接
触
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
宿
に
入
る
か
ど
う

か
は
本
人
の
意
思
に
任
せ
る
よ
う
に
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

誓
約
に
背
い
た
際
に
は
「
乞
庭
」
を
停
止
す
る
と
誓
っ
て
お
り
、

宿
非
人
に
と
っ
て
乞こ
つ

食じ
き

が
生
計
を
立
て
る
重
要
な
手
段
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

そ
れ
に
先
立
つ
一
二
七
五
（
建
治
元
）
年
の
清
水
坂
非
人
長
吏

起
請
文

КЬ

の
第
三
条
に
は
、
新
た
に
「
癩
」
と
な
っ
た
者
は
、
本
人

の
意
思
に
任
せ
、
家
族
が
世
話
で
き
な
い
と
き
に
宿
に
受
け
入
れ

る
と
あ
る
。
ま
た
癩
者
が
「
在
家
」（
在
宅
の
意
│
筆
者
注
）
を
願

う
と
き
は
家
族
は
相
応
の
志
を
非
人
た
ち
に
渡
し
、
非
人
た
ち
が

過
分
の
要
求
を
責
め
と
っ
た
り
押
し
か
け
る
行
為
が
禁
じ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
史
料
か
ら
は
宿
に
入
る
か
ど
う
か
は
癩
者
本
人
の
意

思
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
裏
を
返
せ

ば
こ
の
よ
う
な
戒
め
が
必
要
な
状
態
、
つ
ま
り
新
た
に
癩
者
が
出

た
と
き
に
宿
の
非
人
た
ち
が
押
し
か
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

な
ぜ
、
宿
非
人
た
ち
は
癩
者
を
宿
に
取
り
込
も
う
と
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り

ЛУ

、
癩

者
が
宿
非
人
た
ち
の
乞
食
「
主
役
」
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

下
坂
守
が
紹
介
し
た
曼
荼
羅
絵

ЛФ

に
も
、
京
都
の
長
棟
堂
の
前
で
物

乞
い
を
す
る
癩
者
が
描
か
れ
て
い
る
。
宿
非
人
た
ち
の
施
行
に
お

い
て
、
そ
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
た
の
が
癩
者
な
の
で
あ
る
。

　

乞
食
の
ほ
か
に
、
奈
良
の
「
北
山
非
人
」
は
神
鹿
密
殺
者
の
死

体
の
処
理
に
使
役
さ
れ
た
り

ЛХ

、
春
日
社
境
内
の
死
鹿
の
撤
去
を
命

じ
ら
れ
て
お
り

ЛЦ

、
春
日
社
の
「
清
め
」
役
を
つ
と
め
て
い
る
。
ま

た
土
地
を
所
有
し

ЛЧ

、
西
大
寺
に
対
し
て
百
姓
役
を
つ
と
め
る
者
も

い
た

ЛШ

。

　

そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
宿
の
癩
者
も
放
浪
す
る
癩
者
も
在
宅
の
癩
者
も
、
中
世
非
人

の
中
核
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

３　

結
語

　

こ
こ
ま
で
古
代
・
中
世
の
癩
者
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
法
華
経

に
経
典
を
軽
ん
じ
た
罰
と
し
て
「
癩
」
が
記
さ
れ
た
が
、「
癩
」

は
他
の
病
苦
と
併
記
さ
れ
つ
つ
も
特
別
視
さ
れ
て
い
た
。
法
華
経

信
仰
と
と
も
に
そ
の
認
識
が
浸
透
し
、「
白
癩
黒
癩
」
が
記
さ
れ

た
罰
文
は
、「
癩
」
の
恐
怖
と
癩
者
へ
の
忌
避
観
を
人
々
に
植
え

付
け
る
大
き
な
役
目
を
担
っ
た
。
一
二
世
紀
の
『
今
昔
物
語
集
』

に
は
、
他
の
障
害
者
か
ら
も
忌
ま
れ
る
、
す
な
わ
ち
最
も
忌
避
さ

れ
る
存
在
と
し
て
癩
者
が
描
か
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
「
穢
れ
」

観
の
流
布
や
業
報
観
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

癩
者
た
ち
に
は
、宿
に
入
っ
て
い
る
者
、路
頭
を
往
還
す
る
者
、

在
宅
の
者
が
い
た
。
宿
非
人
た
ち
は
癩
者
を
宿
に
取
り
込
も
う
と
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し
、
癩
者
が
い
る
と
わ
か
れ
ば
押
し
か
け
た
。
そ
し
て
宿
に
入
っ

た
癩
者
た
ち
は
、
乞
食
の
前
面
に
立
た
さ
れ
た
。

　

古
代
・
中
世
の
癩
者
に
ま
つ
わ
る
史
料
は
、
数
量
的
に
限
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
紙
数
の
関
係
上
、
本
稿
の
内
容
が
概
略
に

な
っ
た
感
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
癩
者
へ
の
忌
避
観
が
次
第
に

厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
経
緯
は
、
明
ら
か
に
で
き
た
か
と

思
う
。

　

古
代
・
中
世
を
経
て
近
世
に
な
り
、
癩
者
た
ち
の
存
在
形
態
は

ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
古
代
か
ら
中
世
へ
と

強
ま
っ
て
い
っ
た
癩
者
へ
の
忌
避
観
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く

の
か
、
次
回
は
史
料
も
豊
富
に
存
在
す
る
近
世
に
絞
っ
て
述
べ
て

い
き
た
い
。

付
記　

本
稿
は
、
第
二
回
原
田
伴
彦
・
部
落
史
研
究
奨
励
金
を
受
け
て

お
こ
な
っ
た
研
究
の
成
果
で
あ
る
。

注（
１
）『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
医
療
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）、『
歴

史
の
な
か
の
「
癩
者
」』（
ゆ
み
る
出
版
、
一
九
九
六
年
）、『
日
本

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
優
生
思
想
』（
か
も
が
わ
出
版
、
一
九
九
八
年
）、

『「
い
の
ち
」の
近
代
史
』（
か
も
が
わ
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）な
ど
。

（
２
）
横
田
則
子
「「
物
吉
」
考
│
近
世
京
都
の
癩
者
に
つ
い
て
」（『
日

本
史
研
究
』
三
五
二
号
、
一
九
九
一
年
）、
宇
佐
美
英
機
「
近
世

物
吉
の
生
活
と
道
」（『
歴
史
の
道
・
再
発
見
』
第
四
巻
、
一
九
九

四
年
）、
鈴
木
則
子
「
近
世
癩
病
観
の
形
成
と
展
開
」（『
歴
史
の

な
か
の
「
癩
者
」』
一
九
九
六
年
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
程
度
で

あ
る
。

（
３
）近
代
に
つ
い
て
は
、『
近
現
代
日
本
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
資
料
集
成
』

戦
前
編
（
全
八
巻
）、
戦
後
編
（
全
一
〇
巻
別
冊
一
）、
補
巻
（
一

〜
五
）
が
不
二
出
版
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
前
近
代
に
つ
い
て

は
、『
編
年
差
別
史
資
料
集
成
』（
三
一
書
房
）、『
部
落
史
史
料
選

集
』（
部
落
問
題
研
究
所
）、『
加
賀
藩
被
差
別
部
落
史
研
究
』（
明

石
書
店
）、『
奈
良
の
部
落
史
』
史
料
編
（
奈
良
市
）
な
ど
の
史
料

集
に
含
ま
れ
て
い
る
。

（
４
）福
祉
運
動
・
み
ど
り
の
風
の
関
係
者
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。『
読

売
新
聞
』
二
〇
〇
四
年
四
月
三
日
付
及
び
『
解
放
新
聞
大
阪
版
』

二
〇
〇
四
年
四
月
一
九
日
付
で
報
道
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
九
一

六
年
当
時
の
社
会
状
況
も
含
め
、
福
祉
運
動
・
み
ど
り
の
風
の
ニ

ュ
ー
ス
レ
タ
ー
（
二
〇
〇
四
年
四
月
、
号
外
）
に
詳
し
く
説
明
さ

れ
て
い
る
。

（
５
）
細
川
涼
一
『
中
世
の
身
分
制
と
非
人
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク

ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
四
年
）
二
四
頁
。

（
６
）「
物
吉
村
」
と
は
、
近
世
京
都
の
清
水
坂
に
存
在
し
た
癩
者
の
集

住
地
で
あ
る
。
京
都
以
外
に
も
、
加
賀
藩
や
和
泉
に
「
物
吉
」
と
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い
う
名
称
で
呼
ば
れ
た
癩
者
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。

（
７
）「
北
山
非
人
」
と
は
、
奈
良
の
北
山
宿
に
集
ま
っ
た
「
非
人
」
の

こ
と
で
、
そ
の
中
核
を
な
し
て
い
た
の
が
癩
者
で
あ
っ
た
。

（
８
）
財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る

検
証
会
議
編
『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
最
終
報
告

書
』（
二
〇
〇
五
年
六
月
）（http://w

w
w
.jlf.or.jp/w

ork/
hansen.shtm

l

）
第
二
「
一
九
〇
七
年
癩
予
防
ニ
関
ス
ル
件
」
九

頁
〜
四
三
頁
。

（
９
）
坂
本
幸
男
、
岩
本
裕
訳
注
『
法
華
経
』
下
（
岩
波
文
庫
、
一
九

六
七
年
）
三
三
四
頁
。

（
10
）坂
本
太
郎
他
校
注『
日
本
書
紀
』下（
日
本
古
典
文
学
大
系
六
八
、

岩
波
文
庫
、
一
九
六
五
年
）
一
九
七
〜
一
九
九
頁
。

（
11
）
中
田
祝
夫
訳
注
『
日
本
霊
異
記
』
下
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一

九
八
〇
年
）
一
四
五
頁
〜
一
四
六
頁
。

（
12
）『
律
令
義
解
』
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
二
二
巻
（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
六
年
）
九
三
頁
。

（
13
）『
校
訂
令
集
解
』
第
一
巻
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
年
）
二
八

九
頁
。

（
14
）
た
と
え
ば
『
編
年
差
別
史
史
料
集
成
』
第
三
巻
、
第
四
巻
、
第

五
巻
に
は
、一
二
世
紀
初
頭
か
ら
一
六
世
紀
末
ま
で
の
あ
い
だ
に
、

二
〇
以
上
の
罰
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
す
べ
て
に
「
白
癩

黒
癩
之
重
病
」「
白
癩
黒
癩
之
報
」
な
ど
と
い
っ
た
文
言
が
見
受

け
ら
れ
る
。

（
15
）「
東
寺
百
合
文
書
」明
徳
四
年
十
二
月（『
編
年
差
別
史
史
料
集
成
』

第
四
巻
、
一
九
八
四
年
）
二
五
二
頁
。

（
16
）『
今
昔
物
語
集
四
』
新
古
典
文
学
大
系
三
六
（
岩
波
文
庫
、
一
九

九
四
年
）
二
九
〇
〜
二
九
四
頁
。

（
17
）「
奈
良
北
山
宿
非
人
曼
荼
羅
堂
修
造
願
文
」
承
元
三
年
十
月
（『
部

落
史
史
料
選
集
』
第
一
巻
、
一
九
八
八
年
）
一
六
八
〜
一
七
〇
頁
。

（
18
）『
金
剛
仏
子
叡
尊
感
身
学
正
記
』
弘
安
五
年
十
月
（『
部
落
史
史

料
選
集
』
第
一
巻
、
一
九
八
八
年
）
二
三
四
〜
二
三
五
頁
。

（
19
）『
金
剛
仏
子
叡
尊
感
身
学
正
記
』
建
治
元
年
八
月
（『
部
落
史
史

料
選
集
』
第
一
巻
、
一
九
八
八
年
）
二
三
〇
〜
二
三
四
頁
。

（
20
）
横
井
清
『
中
世
民
衆
の
生
活
文
化
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

七
五
年
）
な
ど
。

（
21
）
下
坂
守
「
中
世
非
人
の
存
在
形
態
│
清
水
坂「
長
棟
堂
」
考
」（『
藝

能
史
研
究
』No.110

、
一
九
九
〇
年
）
に
お
い
て
、
中
島
家
本
『
清

水
寺
参
詣
曼
荼
羅
』
に
長
棟
堂
の
前
で
物
乞
い
を
す
る
癩
者
が
描

か
れ
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）「
中
臣
祐
賢
記
」文
永
一
〇
年
七
月
一
七
日
条（『
奈
良
の
部
落
史
』

史
料
編
、
一
九
八
六
年
）
一
〇
八
頁
。

（
23
）「
中
臣
祐
賢
記
」
弘
安
三
年
六
月
二
六
日
条
（『
奈
良
の
部
落
史
』

史
料
編
）
一
一
〇
頁
。
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（
24
）「
東
大
寺
大
仏
灯
油
料
田
注
文
」
永
仁
二
年
三
月
（『
鎌
倉
遺
文
』

古
文
書
編
第
二
四
巻
、
一
九
八
三
年
）
一
二
八
〜
一
四
四
頁
、
及

び
「
尼
如
性
田
地
売
券
」
正
安
三
年
四
月
（『
大
日
本
古
文
書
』

東
大
寺
文
書
之
八
、
一
九
六
二
年
）
一
二
五
頁
。

（
25
）「
東
大
寺
大
仏
灯
油
料
田
注
文
」
永
仁
二
年
三
月
（『
鎌
倉
遺
文
』

古
文
書
編
第
二
四
巻
、
一
九
八
三
年
）
一
二
九
頁
。




